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議案第１号参考資料 

 

件 名 
埼玉県後期高齢者医療広域連合行政手続条例の一部を改正す

る条例の制定について 

根拠法令等 行政手続法（平成５年法律第８８号） 

【 趣 旨 】 

 行政手続法の一部を改正する法律（平成２６年法律第７０号）に準じ、住民

の権利利益の保護の充実を図るため、同法の規定を適用しないこととされた広

域連合の条例等に基づく処分及び行政指導に関する手続について必要な措置

を講ずるほか、所要の規定を整備するため、埼玉県後期高齢者医療広域連合行

政手続条例の一部を改正するもの。 

 

【 内 容 】 

主な改正内容は次の通りである。 

１ 行政手続法の改正に準じる改正について（第３３条の改正並びに第３４条の２及

び第４章の２の新設） 

   （１） 広域連合の機関が行政指導をする際に、許認可等に関する権限を行使し得る旨を示

すときは、行政指導の相手方に対して、その根拠となる法令の条項や要件等を示さなけ

ればならないこととする。（第３３条の改正） 

   （２） 法令に違反する行為の是正を求める行政指導の相手方は、受けた行政指導が法律

又は条例に規定する要件に適合しないと考えられるときは、その行政指導をした広域連

合の機関に対して、所定の事項を記載した申出書を提出して、当該行政指導の中止そ

の他必要な措置をとるよう求めることができるようにする。（第３４条の２の新設） 

   （３） 法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行

政指導が行われていないと考えられるときは、誰でも、当該処分又は行政指導を行う権

限を有する広域連合の機関に対し、所定の事項を記載した申出書を提出して、当該処

分又は行政指導をすることを求めることができようにする。（第４章の２の新設） 

２ 写しの交付を求める者の費用負担について（第３６条第４項の新設） 

  不利益処分を受けた者等が、当該事案についての資料（調査結果や証拠書類等）

又は聴聞に係る調書若しくは報告書の写しの交付を求めた場合、写しの交付に要す

る費用を請求者の負担とする。 

３ 文言の整理 

   （１） 第３１条中の「申請」及び第３２条中の「許認可等」は、条例等に基づくもののほか、法

律や法律に基づく命令（告示を含む。）に基づくものを含めていることを明確化する。 

   （２） 第３５条に見出しを付ける。 

   （３） その他、常用漢字表の改正への対応等。 

施 行 日 
公布の日から施行する。ただし、「２ 写しの交付を受ける者の

費用負担について」は、平成３１年４月１日から施行する。 
 

【その他参考事項】  
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埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
行
政
手
続
条
例
新
旧
対
照
表

 

 

新
 

旧
 

目
次

 

 
第
１
章

 
総
則
（
第
１
条
―
第
４
条
）

 

 
第
２
章

 
申
請
に
対
す
る
処
分
（
第
５
条
―
第
１
１
条
）

 

 
第
３
章

 
不
利
益
処
分

 

 
 
第
１
節

 
通
則
（
第
１
２
条
―
第
１
４
条
）

 

 
 
第
２
節

 
聴
聞
（
第
１
５
条
―
第
２
６
条
）

 

 
 
第
３
節

 
弁
明
の
機
会
の
付
与
（
第
２
７
条
―
第
２
９
条
）

 

 
第
４
章

 
行
政
指
導
（
第
３
０
条
―
第
３
４
条
の
２
）
 

 
第
４
章
の
２

 
処
分
等
の
求
め
（
第
３
４
条
の
３
）

 

 
第
５
章

 
届
出
（
第
３
５
条
）

 

 
第
６
章

 
雑
則
（
第
３
６
条
）

 

 
附
則

 

  
（
定
義
）

 

第
２
条

 
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

(
１

)
  
法
令

 
法
律
、
法
律
に
基
づ
く
命
令
（
告
示
を
含
む
。
以
下
「
法
律
等
」
と
い

う
。
）
及
び
条
例
等
を
い
う
。

 

 
(２

) 
（
略
）

 

 
(３

)
  
処
分

 
条
例
等
に
基
づ
く
行
政
庁
の
処
分
そ
の
他
公
権
力
の
行
使
に
当
た
る
行

為
を
い
う
。
た
だ
し
、
第
８
号
、
第
３
２
条
及
び
第
３
３
条
第
２
項
に
お
い
て
は
、

行
政
庁
の
処
分
そ
の
他
公
権
力
の
行
使
に
当
た
る
行
為
を
い
う
。

 

 
(４

) 
（
略
）

 

目
次

 

 
第
１
章

 
総
則
（
第
１
条
―
第
４
条
）

 

 
第
２
章

 
申
請
に
対
す
る
処
分
（
第
５
条
―
第
１
１
条
）

 

 
第
３
章

 
不
利
益
処
分

 

 
 
第
１
節

 
通
則
（
第
１
２
条
―
第
１
４
条
）

 

 
 
第
２
節

 
聴
聞
（
第
１
５
条
―
第
２
６
条
）

 

 
 
第
３
節

 
弁
明
の
機
会
の
付
与
（
第
２
７
条
―
第
２
９
条
）

 

 
第
４
章

 
行
政
指
導
（
第
３
０
条
―
第
３
４
条
）

 

  
第
５
章

 
届
出
（
第
３
５
条
）

 

 
第
６
章

 
雑
則
（
第
３
６
条
）

 

 
附
則

 

  
（
定
義
）

 

第
２
条

 
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

(
１

)
  
法
令

 
法
律
、
法
律
に
基
づ
く
命
令
（
告
示
を
含
む
。
）
及
び
条
例
等
を
い
う
。
 

 

 
(２

) 
（
略
）

 

 
(３

)
  
処
分

 
条
例
等
に
基
づ
く
行
政
庁
の
処
分
そ
の
他
公
権
力
の
行
使
に
当
た
る
行

為
を
い
う
。
た
だ
し
、
第
８
号
及
び
第
３
２
条
に
お
い
て
は
、
行
政
庁
の
処
分
そ
の

他
公
権
力
の
行
使
に
当
た
る
行
為
を
い
う
。

 

 
(４

) 
（
略
）
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(５

) 
不
利
益
処
分

 
行
政
庁
が
、
条
例
等
に
基
づ
き
、
特
定
の
者
を
名
宛
人
と
し
て
、

直
接
に
、
こ
れ
に
義
務
を
課
し
、
又
は
そ
の
権
利
を
制
限
す
る
処
分
を
い
う
。
た
だ

し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

 

 
 
ア
 
（
略
）

 

イ
 
申
請
に
よ
り
求
め
ら
れ
た
許
認
可
等
を
拒
否
す
る
処
分
そ
の
他
申
請
に
基
づ
き

当
該
申
請
を
し
た
者
を
名
宛
人
と
し
て
さ
れ
る
処
分

 

ウ
 
名
宛
人
と
な
る
べ
き
者
の
同
意
の
下
に
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
処
分

 

エ
 
（
略
）

 

 
(６

)～
(９

) 
（
略
）
 

 （
適
用
除
外
）

 

第
３
条

 
処
分
又
は
行
政
指
導
で
法
第
３
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

次
章
か
ら
第
４
章
の
２
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

 

  
（
国
の
機
関
等
に
対
す
る
処
分
等
の
適
用
除
外
）

 

第
４
条

 
国
の
機
関
又
は
地
方
公
共
団
体
若
し
く
は
そ
の
機
関
に
対
す
る
処
分
（
こ
れ
ら

の
機
関
又
は
団
体
が
そ
の
固
有
の
資
格
に
お
い
て
当
該
処
分
の
名
宛
人
と
な
る
も
の
に

限
る
。
）
及
び
行
政
指
導
並
び
に
こ
れ
ら
の
機
関
又
は
団
体
が
す
る
届
出
（
こ
れ
ら
の

機
関
又
は
団
体
が
そ
の
固
有
の
資
格
に
お
い
て
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限

る
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

 

  
（
不
利
益
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
の
手
続
）

 

第
１
３
条

 
行
政
庁
は
、
不
利
益
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
の
区
分

に
従
い
、
こ
の
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
不
利
益
処
分
の
名
宛
人
と
な
る
べ

き
者
に
つ
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続
を
執
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

 

 
(１

) 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

 
聴
聞

 

 
(
５

)
 
不
利
益
処
分

 
行
政
庁
が
、
条
例
等
に
基
づ
き
、
特
定
の
者
を
名
あ
て
人
と
し

て
、
直
接
に
、
こ
れ
に
義
務
を
課
し
、
又
は
そ
の
権
利
を
制
限
す
る
処
分
を
い
う
。

た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

 

 
 
ア
 
（
略
）

 

イ
 
申
請
に
よ
り
求
め
ら
れ
た
許
認
可
等
を
拒
否
す
る
処
分
そ
の
他
申
請
に
基
づ
き

当
該
申
請
を
し
た
者
を
名
あ
て
人
と
し
て
さ
れ
る
処
分

 

ウ
 
名
あ
て
人
と
な
る
べ
き
者
の
同
意
の
下
に
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
処
分

 

エ
 
（
略
）

 

 
(６

)～
(９

) 
（
略
）

 

  
（
適
用
除
外
）

 

第
３
条

 
処
分
又
は
行
政
指
導
で
法
第
３
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

次
章
か
ら
第
４
章
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

 

  
（
国
の
機
関
等
に
対
す
る
処
分
等
の
適
用
除
外
）

 

第
４
条

 
国
の
機
関
又
は
地
方
公
共
団
体
若
し
く
は
そ
の
機
関
に
対
す
る
処
分
（
こ
れ
ら

の
機
関
又
は
団
体
が
そ
の
固
有
の
資
格
に
お
い
て
当
該
処
分
の
名
あ
て
人
と
な
る
も
の

に
限
る
。
）
及
び
行
政
指
導
並
び
に
こ
れ
ら
の
機
関
又
は
団
体
が
す
る
届
出
（
こ
れ
ら

の
機
関
又
は
団
体
が
そ
の
固
有
の
資
格
に
お
い
て
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に

限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

 

  
（
不
利
益
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
の
手
続
）

 

第
１
３
条

 
行
政
庁
は
、
不
利
益
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
の
区
分

に
従
い
、
こ
の
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
不
利
益
処
分
の
名
あ
て
人
と
な
る

べ
き
者
に
つ
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続
を
執
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

 

 
(１

) 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

 
聴
聞
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ア
 
（
略
）

 

イ
 
ア
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
名
宛
人
の
資
格
又
は
地
位
を
直
接
に
剥
奪
す
る

不
利
益
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

 

ウ
 
（
略
）

 

 
(２

) 
（
略
）

 

２
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

 

 
(１

)～
(４

) 
（
略
）

  

 
(
５

)
 
当
該
不
利
益
処
分
の
性
質
上
、
そ
れ
に
よ
っ
て
課
さ
れ
る
義
務
の
内
容
が
著
し

く
軽
微
な
も
の
で
あ
る
た
め
名
宛
人
と
な
る
べ
き
者
の
意
見
を
あ
ら
か
じ
め
聴
く
こ

と
を
要
し
な
い
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

 

  
（
不
利
益
処
分
の
理
由
の
提
示
）

 

第
１
４
条

 
行
政
庁
は
、
不
利
益
処
分
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
宛
人
に
対
し
、
同
時

に
、
当
該
不
利
益
処
分
の
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
理
由

を
示
さ
な
い
で
処
分
を
す
べ
き
差
し
迫
っ
た
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

２
 
行
政
庁
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
名
宛
人
の
所
在
が
判
明
し

な
く
な
っ
た
と
き
そ
の
他
処
分
後
に
お
い
て
理
由
を
示
す
こ
と
が
困
難
な
事
情
が
あ

る
と
き
を
除
き
、
処
分
後
相
当
の
期
間
内
に
、
同
項
の
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

 

３
 
（
略
）

 

 （
聴
聞
の
通
知
の
方
式
）

 

第
１
５
条

 
行
政
庁
は
、
聴
聞
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
聴
聞
を
行
う
べ
き
期
日
ま
で
に

相
当
な
期
間
を
お
い
て
、
不
利
益
処
分
の
名
宛
人
と
な
る
べ
き
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
(１

)～
(４

) 
（
略
）
 

ア
 
（
略
）

 

イ
 
ア
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
名
あ
て
人
の
資
格
又
は
地
位
を
直
接
に
は
く
奪

す
る
不
利
益
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

 

ウ
 
（
略
）

 

 
(２

) 
（
略
）

 

２
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

 

 
(１

)～
(４

) 
（
略
）

  

 
(５

) 
当
該
不
利
益
処
分
の
性
質
上
、
そ
れ
に
よ
っ
て
課
さ
れ
る
義
務
の
内
容
が
著
し

く
軽
微
な
も
の
で
あ
る
た
め
名
あ
て
人
と
な
る
べ
き
者
の
意
見
を
あ
ら
か
じ
め
聴
く

こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

 

  
（
不
利
益
処
分
の
理
由
の
提
示
）

 

第
１
４
条

 
行
政
庁
は
、
不
利
益
処
分
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
あ
て
人
に
対
し
、
同

時
に
、
当
該
不
利
益
処
分
の
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
理
由

を
示
さ
な
い
で
処
分
を
す
べ
き
差
し
迫
っ
た
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 ２
 
行
政
庁
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
名
あ
て
人
の
所
在
が
判
明

し
な
く
な
っ
た
と
き
そ
の
他
処
分
後
に
お
い
て
理
由
を
示
す
こ
と
が
困
難
な
事
情
が
あ

る
と
き
を
除
き
、
処
分
後
相
当
の
期
間
内
に
、
同
項
の
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

 

３
 
（
略
）

 

  
（
聴
聞
の
通
知
の
方
式
）

 

第
１
５
条

 
行
政
庁
は
、
聴
聞
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
聴
聞
を
行
う
べ
き
期
日
ま
で
に

相
当
な
期
間
を
お
い
て
、
不
利
益
処
分
の
名
あ
て
人
と
な
る
べ
き
者
に
対
し
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
(１

)～
(４

) 
（
略
）
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２
 
（
略
）

 

３
 
行
政
庁
は
、
不
利
益
処
分
の
名
宛
人
と
な
る
べ
き
者
の
所
在
が
判
明
し
な
い
場
合
に

お
い
て
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
、
そ
の
者
の
氏
名
、
同
項
第
３
号
及
び
第

４
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
当
該
行
政
庁
が
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書

面
を
い
つ
で
も
そ
の
者
に
交
付
す
る
旨
を
当
該
行
政
庁
の
事
務
所
の
掲
示
場
に
掲
示
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
掲
示
を
始
め
た
日

か
ら
２
週
間
を
経
過
し
た
と
き
に
、
当
該
通
知
が
そ
の
者
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。
 

   
（
続
行
期
日
の
指
定
）

 

第
２
２
条

 
（
略
）

 

２
 
（
略
）

 

３
 
第
１
５
条
第
３
項
の
規
定
は
、
前
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
、
当
事
者
又
は
参
加
人

の
所
在
が
判
明
し
な
い
と
き
に
お
け
る
通
知
の
方
法
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
条
第
３
項
中
「
不
利
益
処
分
の
名
宛
人
と
な
る
べ
き
者
」
と
あ
る
の
は

「
当
事
者
又
は
参
加
人
」
と
、
「
掲
示
を
始
め
た
日
か
ら
２
週
間
を
経
過
し
た
と
き
」

と
あ
る
の
は
「
掲
示
を
始
め
た
日
か
ら
２
週
間
を
経
過
し
た
と
き
（
同
一
の
当
事
者
又

は
参
加
人
に
対
す
る
２
回
目
以
降
の
通
知
に
あ
っ
て
は
、
掲
示
を
始
め
た
日
の
翌
日
）
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 

  
（
聴
聞
の
再
開
）

 

第
２
５
条

 
行
政
庁
は
、
聴
聞
の
終
結
後
に
生
じ
た
事
情
に
鑑
み
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
主
宰
者
に
対
し
、
前
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
報
告
書
を
返

戻
し
て
聴
聞
の
再
開
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
２
２
条
第
２
項
本
文
及
び
第
３

項
の
規
定
は
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 

  
（
弁
明
の
機
会
の
付
与
の
通
知
の
方
式
）

 

２
 
（
略
）

 

３
 
行
政
庁
は
、
不
利
益
処
分
の
名
あ
て
人
と
な
る
べ
き
者
の
所
在
が
判
明
し
な
い
場
合

に
お
い
て
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
、
そ
の
者
の
氏
名
、
同
項
第
３
号
及
び

第
４
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
当
該
行
政
庁
が
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

書
面
を
い
つ
で
も
そ
の
者
に
交
付
す
る
旨
を
当
該
行
政
庁
の
事
務
所
の
掲
示
場
に
掲
示

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
掲
示
を
始
め
た

日
か
ら
２
週
間
を
経
過
し
た
と
き
に
、
当
該
通
知
が
そ
の
者
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な

す
。

 

  
（
続
行
期
日
の
指
定
）

 

第
２
２
条

 
（
略
）

 

２
 
（
略
）

 

３
 
第
１
５
条
第
３
項
の
規
定
は
、
前
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
、
当
事
者
又
は
参
加
人

の
所
在
が
判
明
し
な
い
と
き
に
お
け
る
通
知
の
方
法
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
条
第
３
項
中
「
不
利
益
処
分
の
名
あ
て
人
と
な
る
べ
き
者
」
と
あ
る
の

は
「
当
事
者
又
は
参
加
人
」
と
、
「
掲
示
を
始
め
た
日
か
ら
２
週
間
を
経
過
し
た
と
き
」

と
あ
る
の
は
「
掲
示
を
始
め
た
日
か
ら
２
週
間
を
経
過
し
た
と
き
（
同
一
の
当
事
者
又

は
参
加
人
に
対
す
る
２
回
目
以
降
の
通
知
に
あ
っ
て
は
、
掲
示
を
始
め
た
日
の
翌
日
）
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 

  
（
聴
聞
の
再
開
）

 

第
２
５
条

 
行
政
庁
は
、
聴
聞
の
終
結
後
に
生
じ
た
事
情
に
か
ん
が
み
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
主
宰
者
に
対
し
、
前
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
報
告
書
を

返
戻
し
て
聴
聞
の
再
開
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
２
２
条
第
２
項
本
文
及
び
第
３

項
の
規
定
は
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 

  
（
弁
明
の
機
会
の
付
与
の
通
知
の
方
式
）
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第
２
８
条

 
行
政
庁
は
、
弁
明
書
の
提
出
期
限
（
口
頭
に
よ
る
弁
明
の
機
会
の
付
与
を
行

う
場
合
に
は
、
そ
の
日
時
）
ま
で
に
相
当
な
期
間
を
置
い
て
、
不
利
益
処
分
の
名
宛
人

と
な
る
べ
き
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

 

 
(１

)～
(３

) 
（
略
）
 

  
（
行
政
指
導
の
一
般
原
則
）

 

第
３
０
条

 
行
政
指
導
に
あ
っ
て
は
、
行
政
指
導
に
携
わ
る
者
は
、
当
該
広
域
連
合
の
機

関
の
任
務
又
は
所
掌
事
務
の
範
囲
を
逸
脱
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
及
び
行
政
指
導
の
内

容
が
相
手
方
の
任
意
の
協
力
に
よ
っ
て
の
み
実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
（
略
）

 

  
（
申
請
に
関
連
す
る
行
政
指
導
）

 

第
３
１
条

 
申
請
（
法
律
等
に
基
づ
く
も
の
を
含
む
。
）
の
取
下
げ
又
は
内
容
の
変
更
を

求
め
る
行
政
指
導
に
あ
っ
て
は
、
行
政
指
導
に
携
わ
る
者
は
、
申
請
者
が
当
該
行
政
指

導
に
従
う
意
思
が
な
い
旨
を
表
明
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
当
該
行
政
指
導
を
継
続
す
る

こ
と
等
に
よ
り
当
該
申
請
者
の
権
利
の
行
使
を
妨
げ
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
は
な
ら
な

い
。

 

２
 
（
略
）

 

  
（
許
認
可
等
の
権
限
に
関
連
す
る
行
政
指
導
）

 

第
３
２
条

 
許
認
可
等
（
法
律
等
に
基
づ
く
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
２

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
権
限
又
は
許
認
可
等
に
基
づ
く
処
分
を
す
る
権
限
を
有

す
る
広
域
連
合
の
機
関
が
、
当
該
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
又
は
行
使

す
る
意
思
が
な
い
場
合
に
お
い
て
す
る
行
政
指
導
に
あ
っ
て
は
、
行
政
指
導
に
携
わ
る

者
は
、
当
該
権
限
を
行
使
し
得
る
旨
を
殊
更
に
示
す
こ
と
に
よ
り
相
手
方
に
当
該
行
政

第
２
８
条

 
行
政
庁
は
、
弁
明
書
の
提
出
期
限
（
口
頭
に
よ
る
弁
明
の
機
会
の
付
与
を
行

う
場
合
に
は
、
そ
の
日
時
）
ま
で
に
相
当
な
期
間
を
置
い
て
、
不
利
益
処
分
の
名
あ
て

人
と
な
る
べ
き
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

 

 
(１

)～
(３

) 
（
略
）

 

  
（
行
政
指
導
の
一
般
原
則
）

 

第
３
０
条

 
行
政
指
導
に
あ
た
っ
て
は
、
行
政
指
導
に
携
わ
る
者
は
、
当
該
広
域
連
合
の

機
関
の
任
務
又
は
所
掌
事
務
の
範
囲
を
逸
脱
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
及
び
行
政
指
導
の

内
容
が
相
手
方
の
任
意
の
協
力
に
よ
っ
て
の
み
実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
（
略
）

 

  
（
申
請
に
関
連
す
る
行
政
指
導
）

 

第
３
１
条

 
申
請
の
取
下
げ
又
は
内
容
の
変
更
を
求
め
る
行
政
指
導
に
あ
っ
て
は
、
行
政

指
導
に
携
わ
る
者
は
、
申
請
者
が
当
該
行
政
指
導
に
従
う
意
思
が
な
い
旨
を
表
明
し
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
当
該
行
政
指
導
を
継
続
す
る
こ
と
等
に
よ
り
当
該
申
請
者
の
権
利
の

行
使
を
妨
げ
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

 

 ２
 
（
略
）

 

  
（
許
認
可
等
の
権
限
に
関
連
す
る
行
政
指
導
）

 

第
３
２
条

 
許
認
可
等
を
す
る
権
限
又
は
許
認
可
等
に
基
づ
く
処
分
を
す
る
権
限
を
有
す

る
広
域
連
合
の
機
関
が
、
当
該
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
又
は
行
使
す

る
意
思
が
な
い
場
合
に
お
い
て
す
る
行
政
指
導
に
あ
っ
て
は
、
行
政
指
導
に
携
わ
る
者

は
、
当
該
権
限
を
行
使
し
得
る
旨
を
殊
更
に
示
す
こ
と
に
よ
り
相
手
方
に
当
該
行
政
指

導
に
従
う
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
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指
導
に
従
う
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

 

  
（
行
政
指
導
の
方
式
）

 

第
３
３
条

 
（
略
）

 

２
 
行
政
指
導
に
携
わ
る
者
は
、
当
該
行
政
指
導
を
す
る
際
に
、
広
域
連
合
の
機
関
が
許

認
可
等
を
す
る
権
限
又
は
許
認
可
等
に
基
づ
く
処
分
を
す
る
権
限
を
行
使
し
得
る
旨
を

示
す
と
き
は
、
そ
の
相
手
方
に
対
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

 

 
(１

)
  
当
該
権
限
を
行
使
し
得
る
根
拠
と
な
る
法
令
の
条
項

 

 
(２

) 
前
号
の
条
項
に
規
定
す
る
要
件

 

 
(３

) 
当
該
権
限
の
行
使
が
前
号
の
要
件
に
適
合
す
る
理
由

 

３
 
行
政
指
導
が
口
頭
で
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
相
手
方
か
ら
前
２
項
に
規
定
す

る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
交
付
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
行
政
指
導
に
携
わ

る
者
は
、
行
政
上
特
別
の
支
障
が
な
い
限
り
、
こ
れ
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

４
 
（
略
）

 

  
（
複
数
の
者
を
対
象
と
す
る
行
政
指
導
）

 

第
３
４
条

 
（
略
）

 

 

（
行
政
指
導
の
中
止
等
の
求
め
）

 

第
３
４
条
の
２

 
法
令
に
違
反
す
る
行
為
の
是
正
を
求
め
る
行
政
指
導
（
そ
の
根
拠
と
な

る
規
定
が
法
律
又
は
条
例
に
置
か
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
相
手
方
は
、
当
該
行

政
指
導
が
当
該
法
律
又
は
条
例
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
し
な
い
と
思
料
す
る
と
き

は
、
当
該
行
政
指
導
を
し
た
広
域
連
合
の
機
関
に
対
し
、
そ
の
旨
を
申
し
出
て
、
当
該

行
政
指
導
の
中
止
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
当
該
行
政
指
導
が
そ
の
相
手
方
に
つ
い
て
弁
明
そ
の
他
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続

を
経
て
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

   
（
行
政
指
導
の
方
式
）

 

第
３
３
条

 
（
略
）

 

       ２
 
行
政
指
導
が
口
頭
で
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
相
手
方
か
ら
前
項
に
規
定
す
る

事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
交
付
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
行
政
指
導
に
携
わ
る
者

は
、
行
政
上
特
別
の
支
障
が
な
い
限
り
、
こ
れ
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
（
略
）

 

  
（
複
数
の
者
を
対
象
と
す
る
行
政
指
導
）

 

第
３
４
条

 
（
略
）
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２
 
前
項
の
申
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

 

 
(１

) 
申
出
を
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

 

 
(２

) 
当
該
行
政
指
導
の
内
容

 

 
(３

) 
当
該
行
政
指
導
が
そ
の
根
拠
と
す
る
法
律
又
は
条
例
の
条
項

 

 
(４

) 
前
号
の
条
項
に
規
定
す
る
要
件

 

 
(５

) 
当
該
行
政
指
導
が
前
号
の
要
件
に
適
合
し
な
い
と
思
料
す
る
理
由

 

 
(６

) 
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

 

３
 
当
該
広
域
連
合
の
機
関
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
必
要

な
調
査
を
行
い
、
当
該
行
政
指
導
が
当
該
法
律
又
は
条
例
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合

し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
行
政
指
導
の
中
止
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

  
 
 
第
４
章
の
２

 
処
分
等
の
求
め

 

 第
３
４
条
の
３

 
何
人
も
、
法
令
に
違
反
す
る
事
実
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
是
正

の
た
め
に
さ
れ
る
べ
き
処
分
又
は
行
政
指
導
（
そ
の
根
拠
と
な
る
規
定
が
法
律
又
は

条
例
に
置
か
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
が
さ
れ
て
い
な
い
と
思
料
す
る
と
き
は
、

当
該
処
分
を
す
る
権
限
を
有
す
る
行
政
庁
又
は
当
該
行
政
指
導
を
す
る
権
限
を
有
す

る
広
域
連
合
の
機
関
に
対
し
、
そ
の
旨
を
申
し
出
て
、
当
該
処
分
又
は
行
政
指
導
を

す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
前
項
の
申
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

 

 
(１

) 
申
出
を
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

 

 
(２

) 
法
令
に
違
反
す
る
事
実
の
内
容

 

 
(３

) 
当
該
処
分
又
は
行
政
指
導
の
内
容

 

 
(４

) 
当
該
処
分
又
は
行
政
指
導
の
根
拠
と
な
る
法
令
の
条
項
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(５

) 
当
該
処
分
又
は
行
政
指
導
が
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
料
す
る
理
由

 

 
(６

) 
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

 

３
 
当
該
行
政
庁
又
は
広
域
連
合
の
機
関
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
っ
た
と

き
は
、
必
要
な
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

当
該
処
分
又
は
行
政
指
導
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

  
（
届
出
）

 

第
３
５
条

 
届
出
が
届
出
書
の
記
載
事
項
に
不
備
が
な
い
こ
と
、
届
出
書
に
必
要
な
書
類

が
添
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
条
例
等
に
定
め
ら
れ
た
届
出
の
形
式
上
の
要
件
に

適
合
し
て
い
る
場
合
は
、
当
該
届
出
が
条
例
等
に
よ
り
当
該
届
出
の
提
出
先
と
さ
れ
て

い
る
機
関
の
事
務
所
に
到
達
し
た
と
き
に
、
当
該
届
出
を
す
べ
き
手
続
上
の
義
務
が
履

行
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

 

 （
写
し
の
交
付
）

 

第
３
６
条

 
（
略
）

 

２
・
３

 
（
略
）

 

４
 
第
１
項
又
は
第
２
項
(
前
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

) 

の
規
定
に
よ
り
写
し
の
交
付
を
受
け
る
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当

該
写
し
の
交
付
に
要
す
る
費
用
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

       第
３
５
条

 
届
出
が
届
出
書
の
記
載
事
項
に
不
備
が
な
い
こ
と
、
届
出
書
に
必
要
な
書
類

が
添
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
条
例
等
に
定
め
ら
れ
た
届
出
の
形
式
上
の
要
件
に

適
合
し
て
い
る
場
合
は
、
当
該
届
出
が
条
例
等
に
よ
り
当
該
届
出
の
提
出
先
と
さ
れ
て

い
る
機
関
の
事
務
所
に
到
達
し
た
と
き
に
、
当
該
届
出
を
す
べ
き
手
続
上
の
義
務
が
履

行
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

 

  
（
写
し
の
交
付
）

 

第
３
６
条

 
（
略
）

 

２
・
３

 
（
略
）
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議案第２号参考資料 

 

件 名 
埼玉県後期高齢者医療広域連合職員定数条例の一部を改正す

る条例の制定について 

根拠法令等 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７２条第３項 

【 趣 旨 】 

高齢化の進展により、埼玉県における後期高齢者医療制度の被保険者数は急速に増加

しており、今後も更なる被保険者数の増加が見込まれる。この被保険者数の増加に伴う

業務量の増加への対応や保健事業の拡充を行うため、この案を提出するものである。 

 

【 内 容 】 

職員定数の変更 

 現在、本広域連合の事務部局の職員数は３５人であり、埼玉県後期高齢者医療広

域連合職員定数条例で定めている職員定数に達している。 

 埼玉県における後期高齢者医療制度の被保険者数が急速に増加しており、今後も

更なる被保険者数の増加が見込まれる。そして、平成４２年には被保険者数がピー

クを迎えると推計され、この被保険者数の増加に伴う業務量の増加への対応が必要

である。また、被保険者数の増加に伴い医療給付費の増加も見込まれ、被保険者の

健康を増進し医療費を抑制するため、今後、保健事業の拡充が重要である。 

以上のことから、職員定数を、被保険者数がピークに達する平成４２年において

本広域連合の運営に必要と見込まれる職員数４６人へ変更する。 

施 行 日  公布の日から施行する。  

【その他参考事項】 

本件に係る検討内容については、「別紙 埼玉県後期高齢者医療広域連合

職員定数条例の一部を改正する条例の制定に係る検討資料」を参照のこと。 
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平
成
３
０
年
１
１
月
１
５
日
作
成

埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
事
務
局

１
　

職
員

定
数

の
見

直
し

理
由

及
び

今
後

の
方

針
６

　
他

広
域

連
合

の
職

員
定

数
改

正
状

況
(大

幅
増

員
)

● ●

７
　

各
都

道
府

県
の

広
域

連
合

職
員

数
等

に
つ

い
て

２
　

事
務

局
組

織
図

及
び

派
遣

職
員

配
置

数
　

(職
員

定
数

３
５

人
)

平
成

3
0
年

4
月

1
日
現
在

４
人

３
人

４
人

※
 派

遣
職

員
総

数
 ３

５
人

（
派

遣
市

町
数

 ３
０

）
５
人

８
人

７
人

３
　

職
員

派
遣

状
況

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

４
　

被
保

険
者

数
の

実
績

及
び

推
移

※
被
保
険
者
数
は
、
年
度
末
現
在
の
人
数

人
人

人
人

人
人

人

人
人

人
人

人
人

人

平
成

3
0
年

7
月

平
成

3
1

年
度

平
成

4
1

年
度

平
成

5
1

年
度

人
人

人
人

人
人

人

人
人

人
人

人
人

人

５
　

他
広

域
連

合
の

職
員

定
数

改
正

状
況

(平
成

2
5

年
以

降
)

８
　

結
論

及
び

方
向

性
に

つ
い

て

●
　
職
員
定
数
に
つ
い
て

平
成

４
１

年
度

の
被

保
険

者
数

を
ベ

ー
ス

に
、

被
保

険
者

１
万

人
当

り
職

員
数

の
０

.3
7

人
程

度
を

維
持

す
る

。

職
員

定
数

を
４

６
人

に
改

正
す

る
。

(被
保
険
者
数
１
２
３
万
６
千
人
×
０

.3
7
人
＝
職
員
定
数
４
６
人

)

●
　
職
員
の
派
遣
に
つ
い
て

0
.9

7
8
6

0
.9

7
5
3

0
.9

3
7
1

千
葉
県

H
2
0
.2

.1
8

3
0
人
→

5
0
人

制
度
本
格
運
用

4
0

福
岡
県

4
3

千
葉
県

北
海
道

1
.1

3
1
5

1
.1

0
4
2

1
8

2
3

和
歌
山
県

1
5
9
,0

8
3

1
8

2
0
8
,2

9
8

1
9
1
,5

5
1

1
.0

9
0
2

1
9
2
,6

2
9

2
3
8
,8

6
7

1
7
6
,2

5
3

2
3

2
6
3
,9

2
9

2
8

2
7

1
.0

2
3
0

0
.9

9
1
9

2
0

2
7
人
→

2
9
人

3
6
人
→

3
9
人

1
5
人
→

1
8
人

2
6
人
→

2
7
人

理
由
等

レ
セ
プ
ト
点
検
専
門
官
配
置

保
健
事
業
・
医
療
費
適
正
化
施
策
の
拡
充
及
び
会
計
室
に
お
け
る
審
査
業
務
の
専
任
化

業
務
量
増
加
へ
の
対
応

H
2
7
.2

.4
 3

0
→

3
2
人
　

H
2
8
.2

.1
6
 3

2
→

3
4
人
　

H
2
9
.3

.1
4
 3

4
→

3
6
人

国
保
連
職
員
引
き
揚
げ
に
伴
う
対
応

保
健
事
業
係
の
新
設
に
伴
う
増
員

改
正
内
容

2
2
人
→

2
3
人

6
5
人
→

6
7
人

職
員
定
数
改
正
後
、
各
市
町
村
と
職
員
派
遣
計
画
を
協
議
す
る
。

奈
良
県

2
0

2
0
1
,6

2
6

0
.4

0
1
3

1
,1

0
9
,3

2
0

2
6

0
.4

2
3
5

0
.4

0
1

3

9
6

9
,1

3
6

山
口
県

0
.3

6
1

1

1
,2

3
5
,9

8
3

1
,1

9
8
,0

3
1

4
0

2
5
9
,5

9
8

2
5

1
8

大
阪
府

6
7

富
山
県

栃
木
県

4
0

3
0

2
3

鹿
児
島
県

埼
玉

県

1
,5

1
2
,0

5
8

0
.2

8
3

2
0

.2
9
2

1

1
.0

9
6
3

3
4

2
6

2
1

2
1

0
.4

5
3
4

4
2

0
.4

4
3
1

東
京
都

愛
知
県

神
奈
川
県

9
2
0
,9

0
1

8
7

2
,2

1
3

3
5

3
5

3
2

4
9

3
2

5
0

被
保
険
者
数

平
成

2
3
年
度

平
成

2
4
年
度

平
成

2
5
年
度

平
成

2
6
年
度

6
6
3
,6

7
2

6
2
8
,4

2
2

秋
田
県

6
9
2
,2

4
8

7
2
5
,8

9
6

0
.5

2
5
1

8
7
2
,2

1
3

青
森
県

平
成

2
1
年
度

平
成

2
2
年
度

0
.8

5
8
0

0
.8

3
6
3

0
.8

2
9
0

0
.7

7
1
7

0
.7

2
7
4

0
.6

4
7
9

0
.6

1
3
3

0
.3

6
0
6

1
.0

4
6
6

1
.0

2
1
3

1
.0

0
1
5

0
.5

7
8
7

0
.5

1
2
7

0
.4

9
7
8

0
.7

6
7
4

0
.4

9
4
2

0
.4

7
9
2

3
0

2
1

2
8

2
6

1
6

3
5

2
9

2
2

3
9

2
6

2
2

3
1

2
3

3
9

2
7

2
2

0
.9

2
3
0

0
.9

1
6
6

1
7
4
,5

5
3

4
0
7
,9

2
8

2
9
8
,0

4
7

3
7
1
,2

0
6

3
2

2
5

2
8

3
0

2
0

3
5

2
9

3
0

次
長
兼
総
務
課
長

次
長
兼
保
険
料
課
長

給
付
課
長

1
2
6
,4

3
7

9
1
,4

8
0

1
2
4
,4

5
5

1
7
4
,4

2
4

3
0

3
6

鳥
取
県

給
付
担
当

1
2
4
,5

1
7

1
2
5
,3

3
7

山
梨
県

２
７
年
度

宮
崎
県

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

資
格
管
理
担
当

保
険
料
担
当

審
査
担
当

広
域
連
合
長 合
　
　
計

副
広
域
連
合
長

財
務
担
当

都
道
府
県
名

　
今
後
の
方
針
は
、
業
務
内
容
の
見
直
し
を
行
い
、
委
託
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
積
極
的
に
委
託
を
行

い
、
な
お
職
員
が
不
足
す
る
場
合
、
職
員
の
増
員
を
行
う
。

　
現
在
、
職
員
定
数
は
３
５
人
、
職
員
数
３
５
人
で
あ
り
、
職
員
数
が
定
数
の
上
限
に
達
し
て
い
る
。
被
保
険

者
数
の
増
加
に
よ
る
業
務
量
の
増
加
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
恐
れ
も
あ
り
、
ま
た
、
保
健
事
業
の

拡
充
を
行
う
た
め
に
も
定
数
の
見
直
し
は
必
要
で
あ
る
。

香
川
県

2
6

2
5

2
0

1
5

2
5

2
8

3
5

2
5

総
務
企
画
担
当

管
理
職

(県
・
さ
い
た
ま
市
他

)

大
分
県

1
8
6
,5

2
4

2
9

２
５
年
度

２
６
年
度

4

5
0

宮
城
県

岐
阜
県

2
9
8
,7

8
1

群
馬
県

2
8
1
,6

9
5

5
3
5
,7

0
1

7
6
0
,7

3
1

7
8
3
,3

8
7

3
9

2
2

広
島
県

福
島
県

新
潟
県

茨
城
県

京
都
府

静
岡
県

岡
山
県

2
4

3
5

三
重
県

2
8
6
,6

7
8

長
野
県

3
4
6
,7

6
7

8
0
9
,3

5
7

6
6
7
,8

4
5

山
形
県

佐
賀
県

沖
縄
県

徳
島
県

高
知
県

2
0

1
4

1
8

1
.1

4
6
8

3
2

2
7
9
,0

2
8

熊
本
県

3
2

1
.4

4
6
3

1
.3

7
6
0

1
.3

4
4
8

2
6
5
,3

6
6

島
根
県

2
4

1
.5

8
1
8

1
.5

3
0
4

1
.4

4
7
5

改
正
年
月
日

被
保
険
者
１
万
人

当
り
職
員
数

0
.6

1
5
3

事
務
局
長

4 8 9

1
2

8 9

1
2

平
成

2
0
年
度

7
6
7
,9

2
1

0
.4

2
9
7

5
3
6
,3

5
3

5
6
4
,4

1
0

0
.5

8
4
7

5
9
7
,2

6
9

0
.5

5
2
5

8
1
5
,9

5
9

0
.4

0
4
4

8
5
9
,4

1
8

保
険
料
課

長
野
県

兵
庫
県

和
歌
山
県

愛
媛
県

H
2
9
.1

1
.1

3

H
3
0
.1

.3
1

H
2
6
.2

.2
1

H
3
0
.2

.1
4

H
2
5
.2

.2
0

H
3
0
.2

.6

青
森
県

東
京
都

給
付
課

1
4

1
5

総
務
課

7
7

4
4

1
6

2
0

福
井
県

1
2
0
,4

4
4

1
5
0
,7

7
7

1
6
6
,0

5
2

4

7

2
9

長
崎
県

1
.3

2
8
4

2
1
5
,6

3
8

4 7

3
2

2
2

3
2

4
0
1
,2

9
5

3
5
8
,6

9
8

2
0

2
7

1
.3

2
6
5

2
2
5
,1

6
1

2
5

石
川
県

愛
媛
県

2
5

2
7

9

1
3

3
3

3
4

3
5

9
9

1
.2

0
4
4

1
.1

9
9
1

被
保
険
者
１
万
人

当
り
職
員
数

0
.4

9
7
2

6
7

平
成

2
7
年
度

平
成

2
8
年
度

平
成

2
9
年
度

被
保
険
者
数

0
.4

5
4
6

0
.4

7
6
7

3
9

3
9

1
,0

8
0
,7

2
1

0
.3

9
5
6

3
3

9

1
3

3
3

兵
庫
県

3
3

都
道
府
県
名

1
2
2
,9

7
1

1
4
4
,0

1
9

2
.0

3
3
0

1
.8

7
4
8

3
0
6
,5

4
5

2
1
5
,3

1
0

岩
手
県

被
保
険
者
数

(H
3
0
.7

.3
1
)

職
員
数

(H
3
0
.4

.1
)

2
7

2
5

2
7

2
0

2
0

滋
賀
県

理
由
等

岩
手
県

H
2
0
.2

.1
4

2
0
人
→

2
5
人

群
馬
県

H
2
1
.2

.1
3

2
4
人
→

3
0
人

広
島
県

H
2
0
.1

.3
0

2
4
人
→

3
5
人

福
岡
県

H
2
0
.2

.1
2
3
人
→

3
2
人

制
度
本
格
運
用

制
度
本
格
運
用

業
務
量
増

制
度
本
格
運
用

制
度
本
格
運
用

1
.6

0
6
2

1
.5

9
5
7

別
紙
　
埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
係
る
検
討
資
料

被
保
険
者

１
万
人
当
り

職
員
数

職
員
数

(H
3
0
.4

.1
)

職
員
定
数

制
度
本
格
運
用

都
道
府
県
名

改
正
年
月
日

改
正
内
容

北
海
道

改
正
内
容

愛
知
県

H
2
0
.2

.1
5

2
5
人
→

3
9
人

理
由
等

H
2
0
.2

.1
3
3
人
→

4
3
人

都
道
府
県
名

改
正
年
月
日

被
保
険
者
数

(H
3
0
.7

.3
1
)

被
保
険
者

１
万
人
当
り

職
員
数

都
道
府
県
名

職
員
定
数
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埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
職
員
定
数
条
例
新
旧
対
照
表

 

 

新
 

旧
 

埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
事
務
局
に
常
時
勤
務
す
る
一
般
職
に
属
す

る
職
員
の
定
数
は
、
４
６
人
と
す
る
。

 

 

埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
事
務
局
に
常
時
勤
務
す
る
一
般
職
に
属
す

る
職
員
の
定
数
は
、
３
５
人
と
す
る
。
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議案第３号参考資料 

 

件 名 
埼玉県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について 

根拠法令等 
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律  

（平成３０年法律第７１号） 

【 趣 旨 】 

 長時間労働の是正のための措置として、民間労働法制においては、「働き方

改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」（平成３０年法律第７１

号）により罰則付きの時間外労働の上限規制等が導入され、原則として平成３

１年４月から施行されることとなっている。また、国家公務員においても、平

成３０年８月の人事院の「公務員人事管理に関する報告」において、超過勤務

命令を行うことができる上限を人事院規則で定めるなどの措置を講じるとさ

れ、平成３１年４月より適用すべく人事院において人事院規則の改正等の作業

が進められているところである。 

当広域連合についても、地方公務員法第２４条第４項における「均衡の原則」

により、国家公務員の措置等を踏まえ、超過勤務命令を行うことができる上限

を定めるなど所要の措置を講じる必要があるため、埼玉県後期高齢者医療広域

連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する。 

 

【 内 容 】 

超過勤務命令の上限時間等を定めることを規則に委任（第７条第３項の新

設） 

 新たに規則で定めることを予定している事項は次の通り。 

（１） （２）以外の職員の上限時間 

（２） 他律的な業務の比重高い部署に勤務する職員の上限時間  

（３） （１）又は（２）の上限時間の特例（大規模な災害への対応等公務の運営上

真にやむを得ない場合） 

（４） （１）又は（２）の上限時間を超えた場合には、 超過勤務を命ずることが公

務の運営上真にやむを得なかったのか事後的な検証を実施すること 

 

施 行 日 平成３１年４月１日から施行する。  

【その他参考事項】  
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埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表

 

 

新
 

旧
 

 
（
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
け
る
勤
務
）

 

第
７
条

 
（
略
）

 

２
 
任
命
権
者
は
、
公
務
の
た
め
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
正
規
の
勤

務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
い
て
職
員
に
前
項
に
掲
げ
る
勤
務
以
外
の
勤
務
を
す
る
こ
と

を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
職
員
が
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し

て
規
則
で
定
め
る
場
合
に
限
り
、
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
い
て
同
項
に
掲

げ
る
勤
務
以
外
の
勤
務
を
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

３
 
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
同
項
に
規
定
す
る
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間

に
お
け
る
勤
務
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

 

 

 
（
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
け
る
勤
務
）

 

第
７
条

 
（
略
）

 

２
 
任
命
権
者
は
、
公
務
の
た
め
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
正
規
の
勤

務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
い
て
職
員
に
前
項
に
掲
げ
る
勤
務
以
外
の
勤
務
を
す
る
こ
と

を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
職
員
が
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し

て
規
則
で
定
め
る
場
合
に
限
り
、
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
い
て
同
項
に
掲

げ
る
勤
務
以
外
の
勤
務
を
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
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議案第４号参考資料 

 

件 名 
埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する

条例の一部を改正する条例の制定について 
 

根拠法令等 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57年法律第 80号） 
 

 
【 趣 旨 】 

平成３１年度以降の保険料に関し、所得の少ない被保険者に対する保

険料の軽減特例及び被保険者均等割額の軽減の判定基準の変更並びに葬

祭費の支給に関する基準を変更するため、条例の一部を改正するもの。  
【 内 容 】 

(１) 保険料の軽減特例の変更 

  所得の少ない被保険者に対する均等割の９割軽減を、平成３１年度

は８割軽減とし、平成３２年度から本則に戻す。 

所得の少ない被保険者に対する均等割の８．５割軽減を、平成３２

年度は７．７５割軽減とし、平成３３年度から本則に戻す。  
(２) 保険料の被保険者均等割額に係る軽減判定基準の変更 

平成３１年度以降の保険料の軽減対象となる所得基準額を算出する

ための被保険者の数に乗じる金額を、５割軽減については２７万５千

円から２８万円に、２割軽減については５０万円から５１万円に変更

する。  
(３) 葬祭費支給の取扱い変更 

同一の死亡につき、他法の規定により、葬祭費に相当する給付を受

けることができる場合、葬祭費の支給を行わない。  
(４) 経過措置 

改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請があった葬

祭費及び平成３１年度以後の年度分の保険料について適用し、同日前

に申請があった葬祭費及び平成３０年度分までの保険料については、

なお従前の例によること。 

 

 

 

 

 

 

施 行 日 平成３１年４月１日  

【その他参考事項】  
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埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

 

新
 

旧
 

（
葬
祭
費
）
 

第
２
条
 
法
第
８
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
被
保
険
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、

そ
の
者
の
葬
祭
を
行
う
者
に
葬
祭
費
と
し
て
５
万
円
を
支
給
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
葬
祭
費
の
支
給
は
、
同
一
の
死
亡
に
つ
き
、
健

康
保
険
法

(
大
正
１
１
年
法
律
第
７
０
号

)
、
船
員
保
険
法

(昭
和
１
４
年
法
律
第

７
３
号
)、

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
(昭

和
３
３
年
法
律
第
１
２
８
号
。
他
の
法

律
に
お
い
て
準
用
し
、
又
は
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。

)
、
地
方
公
務
員
等
共
済

組
合
法
(昭

和
３
７
年
法
律
第
１
５
２
号

)、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
２

２
年
法
律
第
５
０
号
）
、
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
１
９

１
号
。
他
の
法
律
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
地
方
公
務
員
災
害

補
償
法
（
昭
和
４
２
年
法
律
第
１
２
１
号
）
若
し
く
は
同
法
に
基
づ
く
条
例
の
規

定
に
よ
っ
て
、
こ
れ
に
相
当
す
る
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
行
わ

な
い
。
 

  
（
所
得
の
少
な
い
者
に
係
る
保
険
料
の
減
額
）
 

第
１
４
条
 
所
得
の
少
な
い
被
保
険
者
に
対
し
て
課
す
る
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、

（
葬
祭
費
）
 

第
２
条
 
法
第
８
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
被
保
険
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、

そ
の
者
の
葬
祭
を
行
う
者
に
葬
祭
費
と
し
て
５
万
円
を
支
給
す
る
。
 

           

（
所
得
の
少
な
い
者
に
係
る
保
険
料
の
減
額
）
 

第
１
４
条
 
所
得
の
少
な
い
被
保
険
者
に
対
し
て
課
す
る
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
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当
該
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
か
ら
次
の
各
号
に
掲
げ
る
被
保
険
者

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
か
ら
当
該
各
号
に

定
め
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。
 

（
１
）
略
 

 
（
削
除
）
 

     

（
２
）
 
当
該
年
度
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
、
前
号
の
規
定
に
よ
る
減
額
が
さ
れ

な
い
被
保
険
者
、
そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
そ
の
属
す
る
世
帯
の
他
の

世
帯
員
で
あ
る
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
地
方
税
法
第
３
１
４
条
の
２
第
１

項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分
し

て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
の
合
計
額
の
当
該
世
帯
に
お
け
る
合
算
額
が
同
条

第
２
項
に
規
定
す
る
金
額
に
当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
数
に
２
８
万
円

を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者

 
当
該
年
度
分
の
保
険
料
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
に
１
０
分
の
５
を
乗
じ

て
得
た
額
 

当
該
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
か
ら
次
の
各
号
に
掲
げ
る
被
保
険
者

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
か
ら
当
該
各
号
に

定
め
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。
 

（
１
）
略
 

（
１
）
の
２
 
当
該
年
度
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
、
前
号
の
規
定
に
よ
る
減
額
の

対
象
と
な
る
被
保
険
者
及
び
そ
の
属
す
る
世
帯
の
他
の
被
保
険
者
が
施
行
令
第

１
５
条
第
１
項
第
４
号
に
規
定
す
る
各
種
所
得
の
金
額
及
び
他
の
所
得
と
区
分

し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
が
な
い
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
 
前
号
に
定

め
る
額
に
当
該
年
度
分
の
保
険
料
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
に
１
０
分
の
２

を
乗
じ
て
え
た
額
を
加
え
て
得
た
額
 

（
２
）
 
当
該
年
度
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
、
前
２
号
の
規
定
に
よ
る
減
額
が
さ

れ
な
い
被
保
険
者
、
そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
そ
の
属
す
る
世
帯
の
他

の
世
帯
員
で
あ
る
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
地
方
税
法
第
３
１
４
条
の
２
第

１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分

し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
の
合
計
額
の
当
該
世
帯
に
お
け
る
合
算
額
が
同

条
第
２
項
に
規
定
す
る
金
額
に
当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
数
に
２
７
万

５
千
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
属
す
る
被

保
険
者
 
当
該
年
度
分
の
保
険
料
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
に
１
０
分
の
５

を
乗
じ
て
得
た
額
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（
３
）
 
当
該
年
度
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
、
前
２
号
の
規
定
に
よ
る
減
額
が
さ

れ
な
い
被
保
険
者
、
そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
そ
の
属
す
る
世
帯
の
他

の
世
帯
員
で
あ
る
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
地
方
税
法
第
３
１
４
条
の
２
第

１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分

し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
の
合
計
額
の
当
該
世
帯
に
お
け
る
合
算
額
が
同

条
第
２
項
に
規
定
す
る
金
額
に
当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
数
に
５
１
万

円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
属
す
る
被
保
険

者
 
当
該
年
度
分
の
保
険
料
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
に
１
０
分
の
２
を
乗

じ
て
得
た
額
 

２
・
３
 
（
略
）
 

 

（
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
被
保
険
者
に
係
る
保
険
料
の
減
額
）
 

第
１
５
条
 
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
被
保
険
者
（
前
条
第
１
項
第
１
号
及
び
第
２
号
並

び
に
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
減
額
が
さ
れ
な
い
被
保
険
者
に
限
る
。
）
に
つ

い
て
、
法
第
５
２
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
日
の
属
す
る
月
以

後
２
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の
間
に
限
り
、
当
該
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
被
保
険
者

に
対
し
て
課
す
る
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
当
該
年
度
分
の
保
険
料
に
係
る
被
保

険
者
均
等
割
額
か
ら
当
該
被
保
険
者
均
等
割
額
に
１
０
分
の
５
を
乗
じ
て
得
た
額

を
控
除
し
た
額
と
す
る
。
 

（
３
）
 
当
該
年
度
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
、
前
３
号
の
規
定
に
よ
る
減
額
が
さ

れ
な
い
被
保
険
者
、
そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
そ
の
属
す
る
世
帯
の
他

の
世
帯
員
で
あ
る
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
地
方
税
法
第
３
１
４
条
の
２
第

１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分

し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
の
合
計
額
の
当
該
世
帯
に
お
け
る
合
算
額
が
同

条
第
２
項
に
規
定
す
る
金
額
に
当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
数
に
５
０
万

円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
属
す
る
被
保
険

者
 
当
該
年
度
分
の
保
険
料
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
に
１
０
分
の
２
を
乗

じ
て
得
た
額
 

２
・
３
 
（
略
）
 

 

（
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
被
保
険
者
に
係
る
保
険
料
の
減
額
）
 

第
１
５
条
 
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
被
保
険
者
（
前
条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
２
号
ま

で
及
び
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
減
額
が
さ
れ
な
い
被
保
険
者
に
限
る
。
）
に
つ
い

て
、
法
第
５
２
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
日
の
属
す
る
月
以
後

２
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の
間
に
限
り
、
当
該
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
被
保
険
者
に

対
し
て
課
す
る
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
当
該
年
度
分
の
保
険
料
に
係
る
被
保
険

者
均
等
割
額
か
ら
当
該
被
保
険
者
均
等
割
額
に
１
０
分
の
５
を
乗
じ
て
得
た
額
を

控
除
し
た
額
と
す
る
。
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２
 
（
略
）
 

 

附
 
則
 

（
平
成
３
１
年
度
に
お
け
る
保
険
料
の
賦
課
総
額
の
算
定
の
特
例
）
 

第
３
条

 
平
成
３
１
年
度
に
お
け
る
保
険
料
の
賦
課
総
額
の
算
定
に
つ
い
て
第
４
条

の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
中
「
第
１
４
条
又
は
第
１
５
条
に

規
定
す
る
基
準
に
従
い
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
３
１
年
度
に
お
い
て
は
第
１
４
条

若
し
く
は
第
１
５
条
又
は
附
則
第
４
条
に
規
定
す
る
基
準
に
従
い
」
と
す
る
。
 

  

（
平
成
３
１
年
度
に
お
け
る
所
得
の
少
な
い
者
に
係
る
保
険
料
の
賦
課
額
の
特

例
）
 

第
４
条

 
平
成
３
１
年
度
に
お
い
て
第
１
４
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ

る
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
賦
課
期
日
に
、
当
該
被
保
険
者
及
び
そ
の
属
す
る
世
帯

の
他
の
被
保
険
者
が
施
行
令
第
１
５
条
第
１
項
第
６
号
に
規
定
す
る
各
種
所
得
の

金
額
及
び
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
が
な
い
も
の
に
つ
い

て
の
第
１
４
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
１
０
分

の
７
」
と
あ
る
の
は
、
「
１
０
分
の
８
」
と
す
る
。
 

２
 
平
成
３
１
年
度
に
お
い
て
第
１
４
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
被

２
 
（
略
）
 

  
 
 
附
 
則
 

（
平
成
２
９
年
度
に
お
け
る
保
険
料
の
賦
課
総
額
の
算
定
の
特
例
）
 

第
３
条
 
平
成
２
９
年
度
に
お
け
る
保
険
料
の
賦
課
総
額
の
算
定
に
つ
い
て
第
４
条

の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
中
「
第
１
４
条
又
は
第
１
５
条
に

規
定
す
る
基
準
に
従
い
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
２
９
年
度
に
お
い
て
は
第
１
４
条

若
し
く
は
第
１
５
条
又
は
附
則
第
４
条
か
ら
第
６
条
ま
で
に
規
定
す
る
基
準
に
従

い
」
と
す
る
。
 

 

（
平
成
２
９
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
け
る
所
得
の
少
な
い
者
に
係
る
保
険
料
の

賦
課
額
の
特
例
）
 

第
４
条
 
平
成
２
９
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
け
る
所
得
の
少
な
い
者
に
係
る
保
険

料
の
減
額
に
つ
い
て
第
１
４
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い

て
は
、
当
分
の
間
、
同
号
中
「
１
０
分
の
７
」
と
あ
る
の
は
、
「
２
０
分
の
１

７
」
と
す
る
。
 

  ２
 
前
項
の
規
定
は
、
平
成
２
９
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
け
る
所
得
の
少
な
い
者
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保
険
者
で
あ
っ
て
、
前
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
の
第
１
４
条

第
１
項
第
１
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
１
０
分
の
７
」
と
あ
る

の
は
、
「
２
０
分
の
１
７
」
と
す
る
。
 

 

（
平
成
３
２
年
度
に
お
け
る
保
険
料
の
賦
課
総
額
の
算
定
の
特
例
）
 

 

第
５
条

 
平
成
３
２
年
度
に
お
け
る
保
険
料
の
賦
課
総
額
の
算
定
に
つ
い
て
第
４
条

の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
中
「
第
１
４
条
又
は
第
１
５
条
に

規
定
す
る
基
準
に
従
い
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
３
２
年
度
に
お
い
て
は
第
１
４

条
若
し
く
は
第
１
５
条
又
は
附
則
第
６
条
に
規
定
す
る
基
準
に
従
い
」
と
す
る
。
 

   

（
平
成
３
２
年
度
に
お
け
る
所
得
の
少
な
い
者
に
係
る
保
険
料
の
賦
課
額
の
特

例
）
 

第
６
条

 
平
成
３
２
年
度
に
お
い
て
第
１
４
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ

る
被
保
険
者
（
賦
課
期
日
に
、
当
該
被
保
険
者
及
び
そ
の
属
す
る
世
帯
の
他
の
被

保
険
者
が
施
行
令
第
１
５
条
第
１
項
第
６
号
に
規
定
す
る
各
種
所
得
の
金
額
及
び

他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
が
な
い
被
保
険
者
を
除
く
。
）

に
係
る
保
険
料
の
減
額
に
つ
い
て
第
１
４
条
第
１
項
第
１
号
の
２
の
規
定
を
適
用

す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
 

  

（
平
成
２
９
年
度
に
お
け
る
所
得
の
少
な
い
者
に
係
る
所
得
割
額
の
減
額
の
特

例
）
 

第
５
条
 
平
成
２
９
年
度
に
お
け
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
が
５
８
万
円
を

超
え
な
い
被
保
険
者
に
対
し
て
賦
課
す
る
所
得
割
額
は
、
当
該
被
保
険
者
に
つ
き

算
定
し
た
所
得
割
額
か
ら
当
該
所
得
割
額
に
１
０
分
の
２
を
乗
じ
て
得
た
額
を
控

除
し
て
得
た
額
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
１
０
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当

該
端
数
を
切
り
捨
て
る
。
 

 

（
平
成
２
９
年
度
に
お
け
る
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
被
保
険
者
に
係
る
保
険
料
の
賦

課
の
特
例
）
 

第
６
条
 
平
成
２
９
年
度
に
お
け
る
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
被
保
険
者
に
係
る
保
険
料

の
減
額
に
つ
い
て
第
１
５
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
１

項
中
「
被
保
険
者
（
前
条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
２
号
ま
で
及
び
第
２
項
の
規
定

に
よ
る
減
額
が
さ
れ
な
い
被
保
険
者
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
法
第
５
２
条
各
号
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に
つ
い
て
の
第
１
４
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中

「
１
０
分
の
７
」
と
あ
る
の
は
、
「
４
０
分
の
３
１
」
と
す
る
。
 

       
（
削
除
）
 

          
（
削
除
）
 

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
日
の
属
す
る
月
以
後
２
年
を
経
過
す
る
月
ま

で
の
間
に
限
り
、
当
該
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
被
保
険

者
（
前
条
第
１
項
第
１
号
、
第
１
号
の
２
及
び
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
減
額
が
さ

れ
な
い
被
保
険
者
に
限
る
。
）
」
と
、
「
１
０
分
の
５
」
と
あ
る
の
は
「
１
０
分

の
７
」
と
す
る
。
 

 

（
平
成
３
０
年
度
及
び
平
成
３
１
年
度
に
お
け
る
保
険
料
の
賦
課
総
額
の
算
定
の

特
例
）
 

第
７
条
 
平
成
３
０
年
度
及
び
平
成
３
１
年
度
に
お
け
る
保
険
料
の
賦
課
総
額
の
算

定
に
つ
い
て
第
４
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
中
「
第
１
４

条
又
は
第
１
５
条
に
規
定
す
る
基
準
に
従
い
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
３
０
年
度
に

お
い
て
は
第
１
４
条
若
し
く
は
第
１
５
条
又
は
附
則
第
４
条
若
し
く
は
第
１
０
条

に
規
定
す
る
基
準
に
従
い
、
平
成
３
１
年
度
に
お
い
て
は
第
１
４
条
若
し
く
は
第

１
５
条
又
は
附
則
第
４
条
に
規
定
す
る
基
準
に
従
い
、
」
と
し
、
「
あ
っ
て

は
、
」
と
あ
る
の
は
「
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
」
と
す
る
。
 

 

（
平
成
３
０
年
度
に
お
け
る
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
被
保
険
者
に
係
る
保
険
料
の
賦

課
の
特
例
）
 

第
８
条
 
平
成
３
０
年
度
に
お
け
る
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
被
保
険
者
に
係
る
保
険
料
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の
減
額
に
つ
い
て
第
１
５
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
１

項
中
「
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
法
第
５
２
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に

至
っ
た
日
の
属
す
る
月
以
後
２
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の
間
に
限
り
、
当
該
被
扶

養
者
で
あ
っ
た
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
限
る
。
）
」
と
す
る
。
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